
                                       平成２５年１２月１９日 

会 員 各 位 

パナソニック松愛会 北大阪支部 

              平成２６（２０１４）年度                       北大阪歩こう会 

「北大阪歩こう会」の運営について（案） 

 

  平成２６（２０１４）年度の組織（下図組織表ご参照）、手続きは下記要領にて運営してまいります。 

１．組 織： 

    （グ ル ー プ 名 )    ( 該 当 市 郡 名 )       ( 担 当 世 話 役 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．開催日（原則）：［ 一 般 組 ］  偶数月：第３火曜日、奇数月：第３木曜日。 

［ 健 脚 組 ］  偶数月：第３木曜日、奇数月：第３火曜日。  

３．会 費：平成２６年 4月度より下記の通りです。 

① 年会費： １，０００円／１会員（ご夫婦２人ご入会されている場合も １,０００円です。） 

□ 平成２６年２月２８日までに郵便振替で次の口座宛に振込むか、世話役にお渡し下さい。 

口座番号 ００９３０－３―１８８２１８   加入者名 北大阪歩こう会 

□ 年会費未納の場合、退会扱いとし月例会の「案内状」送付いたしません。 

② 参加費：月例会ご参加の都度 ５００円／１人（ご夫婦２人ご参加の場合は １，０００円です） 

※ 平成２６年度も団体傷害保険に加入します。参加中の事故につきましては、一切の責任は 

負いかねますので各自で十分ご注意下さい。ただし怪我のあった場合はご連絡下さい。 

この団体傷害保険には救援保険の特約はついておりませんので、特殊な救援が行われた場合

は個人負担です。 

4.グループ変更ご希望の方： 平成２６年度よりグループを変更ご希望の方（例、健脚組から一般組への変更、 

また逆の場合）、又健脚組と一般組の両方に入会ご希望の方は、現在所属グループの世話役 

にご連絡下さい。 

但し健脚組、一般組両方に入会の方は年会費をそれぞれのグループにお支払いただくことに

なります（つまり 1,000円×2グループ＝2,000円です）。 

５．月例会の案内状は、それぞれの所属されている北大阪歩こう会の「所属グループ」よりお届けいたします。 

６．組織について：平成２６（２０１４）年４月より一般組Ａグループ、Ｂグループを合同一本化します。 

                なお、実施日は従来のＢグループの偶数月は第 3火曜日、奇数月は第 3木曜日に実施します。 

健脚組は現行通りです。   

７．休会扱いについて。 

ご希望により短期間（数ヵ月）の欠席を休会扱いとします。 

休会の理由が消滅し復帰される時は、世話役にご連絡の上いつでも参加できます。 

復帰される場合は年会費（１，０００円／１会員）を振込むか、世話役にお渡し下さい。但し、入会金は不

要です。年間計画、月例会の案内状をお届けいたします。 

休会が続いておられる方、不参加の多い方もこの際会員を継続されるかどうかのご判断をお願いいたします。 
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一  般  組 

健  脚  組 

代表世話役（会計）    小倉 明 

副代表 （事務局）    池田 國夫 

一 般 組 チーフ    川崎 忠義 

健 脚 組 チーフ    池田 國夫 

  
豊中、箕面、池田、豊能 高井、白井、小倉 

吹田、その他(北大阪支部以外の地区) 川崎、田中、岩屋 

北大阪支部、その他支部 池田、寺居、北村、 

中内、三宅、戸田 



８．退会扱いについて。 

  年会費未納の場合は自動的に退会扱いとさせていただき、年間計画及び月例会の案内状を停止します。 

 

９.例会開催時に撮影された写真は、松愛会ＨＰに掲載されます。不都合な方は事前に世話役に申し出て 

下さい。 

                                     以上 


